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管理番号 ②
施 行 日 　2002年5月25日
改定日 2023.10.27

承認･確認

改定日 改訂No. 頁 承認･確認印

10.02.24 4 8

23.10.27 5

発注単価・承認の見直しをした。

2015年版に対応した。WEBでも閲覧可とした、

供給者の管理

旭精工株式会社

内部監査にて製造部門より提案を受け、工具消耗品の

②-1　購買手順書

2002年5月25日

改訂履歴

改訂内容と理由



タイトル

1.目的

◆定義

2.適用範囲

◆運用

3.保管内容

4.保管期間

当社の顧客要求事項に係るすべての供給者。

登録した供給者は、すべてファイル管理する。

②-1.　購買手順書（供給者）

当社のすべての供給者を管理するための規定を定める。

1）新規・・・仕入れ先登録簿に未登録でサンプリングを行っていない業者。

2）既存・・・仕入れ先登録簿に登録されていて、サンプリングを終えている業者

新規に登録する場合、社長の承認を得る。

①業種別（材料・加工・表面処理・特殊工程・購入品・その他）にする。

⑤.「供給者の不適合に対する処置」とリンクさせ、都度評価点を見直す。

⑥毎年3月ごろ供給者の再評価を行う。

⑦特殊工程（溶接・熱処理）は、仕入れ先評価表にて登録条件を定める。

⑧強み・弱みを記入し選定の判断材料にする。

2年間（運用中のものを含め3年間）その後、不要になったものは購買部門長の判
断で廃棄可とする。
ただし、コピーや改ざんができないように廃棄する。

②評価項目は業種別に異なる。

③評価点が合計50点以上なら依頼可、50点以下なら依頼不可。

④50点以下の場合でも、求める項目がＢ評価なら手配OKである。



When who what how

いつまでに 誰が 何を どうする

① 供給者の評価選定は 購買部門長が サンプリングをなどを行い 登録する

◇基本事項

　8.4.1  一般

　8.4.2  管理の方式及び程度

ポイント

新規の取引先もまずはここから

評価点が50点以上の供給者を登録する。

② 供給者への発注は 購買担当者が 要求事項が妥当であることを確認し 手配する

登録された事業者 ポイント

①正しく選定されているか？

②発注書に下記内容が反映されているか？ ★発注書で提出前にチェック

品質は？

納期は？

金額提示は？

設備は？

協力度は？

支払い条件は？

その他

③ 供給者からの不適合品は 購買部門長が 「供給者の不適合に対する処置」により 管理する。

ポイント

・合否判定は、発注書に記載する。

8.5.2  識別及びトレーサビリティ

④ 注文後に変更が発生した場合 営業担当者は 朱書きもしくは最新版で 変更管理する。

ポイント

③毎年3月ごろ再評価を実施する。 定期実施

毎年3月ごろ する。

8.4.3　外部提供者に対する情報

顧客要求事項に適合した製品及びサービ
スを引き渡す組織の能力に悪影響を及ぼ
さないことを確実にしなければならない。

◆要求事項の確認

◆要求事項の確認

②-1　購買手順書　　（供給者）　フロー図

①新規取引先も評価選定を取引前に行う。

②ISOの要求事項、公正取引委員会の下請法にも注意を払い、「支払い方法等について」を渡す。

③新規の取引先は、社長の承認を得る

④基本的に設備、サンプル品を見学・検証が望ましいが遠方の場合、サンプル品の検証でも可とする。

⑤顧客への引き渡しまで、購買部門長が責任を負う。

（特殊工程の場合：専用のフォーマットか？）

8.5.1  製造及びサービス提供の管理

②評価基準や設備内容に変更があった業者。都度実施

①不適合に対する処置の結果を受けて行う。都度実施

組織は，製造及びサービス提供を，管理された状態で実行しなければならない。

組織は，製造及びサービス提供の全過程において，監視及び測定の要求事項に関連して，アウトプット
の状態を識別しなければならない。

要求事項に適合していることを確実にする。

悪影響を及ぼさないことを確実にしなければならない。

プロセスの妥当性確認の為、製品納入時に下記のものを確認する。

熱処理業者：検査成績書（硬度測定）または検査印

溶接業者　：検査印

◆要求事項の確認

◆要求事項の確認

供給者の評価
選定

検証

再評価

発注

再評価


